
船舶事故等調査報告書 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第１５１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年６月７日（日） １２時１０分ごろ 

発生場所 千葉港千葉区 千葉港姉崎航路第３号灯標から真方位１１７°３００ｍ付

近（概位 北緯３５°３０.３′ 東経１４０°０１.１′） 

事故等調査の経過  平成２１年６月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 水上オートバイ MATSUDA
マ ツ ダ

－１、０.１トン 

   ２３２－３７４３８千葉、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ ランドシャークⅡ、０.１トン 

   ２３２－４００７４千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、二級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ 負傷 １人（同乗者Ａ） 

Ｂ なし 

Ａ 船首部外板擦過傷及びき
．
裂  損傷 

Ｂ 左舷船尾排気管一部欠損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが同乗者Ａを後部座席に乗せ、Ｂ船は、船長Ｂが同乗者

Ｂを後部座席に乗せ、千葉港において遊走していた。Ａ船は、蛇行を繰り

返しながらＢ船と並行して北進中、船長Ａが蛇行しようとハンドルを左に

切ったところ、目の前に、止まっているＢ船を認めたので、これを避けよ

うとしてとっさにハンドルを右に切ったが、平成２１年６月７日１２時１

０分ごろ、Ａ船の船首がＢ船の左舷船尾に衝突した。 

Ｂ船は、蛇行を繰り返しながらＡ船と並行して北進中、船長Ｂが蛇行し

ようとハンドルを左に切ったところ、船体が前のめりになり、吸水口が水

面上に出て海水を取り込めず、推力を失って停止した。その時、左舷船尾

にＡ船の船首が衝突した。 

衝突で船長Ｂ、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが落水した。船長Ａは負傷した同

乗者Ａの救助に向かうとともに、同乗者Ｂに海上保安庁への通報を依頼し

た。同乗者Ｂは、携帯電話で海上保安庁に救助を要請した。 

同乗者Ａは、左大腿骨を骨折した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 船長Ａ及び船長Ｂは、千葉港において、蛇行を

繰り返しながら並走中、互いに相手船の動静を確

認していなかったものと考えられる。 

判明した事項の解析 

原因  本事故は、千葉港において、Ａ船及びＢ船が蛇行を繰り返しながら並走

 



 

中、互いに相手船の動静を確認していなかったため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

 




